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韓国における親環境農業政策の展開過程と到達点

糸 山 健 介

The Deployment Process and the goal of
Environment-friendly Agricultural Policy in the Republic of Korea

Kensuke ITOYAMA

Summary

This paper gives consideration to the meaning of environment-friendly agricultural policy in the

Republic of Korea. The overall picture of agricultural policy is clarified by studying annual develop-

ment of the policy.

Environment-friendly agricultural policy has been carried out, for the purpose of fostering large-

scale rice farmers, through promoting projects to group small-and-medium sized farmers. At first the

direct payment system required groupings of farmers, but later the certification of environment-

friendly agricultural products was required for groupings. As a result, the number of farming house-

holds to join a group has increased steadily. The problem is that there is a difference between the

amount that has been certified and the shipped amount. Therefore, groupings of farmers should again

be the requirement of direct payment.

１．はじめに

２００５年３月，日本政府は新たな食料・農業・農

村基本計画の内容を閣議決定した．新計画のなか

には環境保全重視と農地・農業用水など資源保全

の施策確立が盛り込まれている．その具体的な施

策としては，農村環境の総合的な保全・形成に配

慮した基盤整備，環境調和型農業生産活動のため

の規範を実践する農業者への支援，バイオマス資

源の利活用などが推進すべきものとされている．

このように日本農業の環境保全に関する政策は

まだ端緒についたばかりであるが，韓国では１９９０

年代後半から環境保全型農業政策として親環境農

業政策が展開されている（註１）．この導入の背

景には，投入財の過剰な使用による農業環境汚染

の誘発など農業環境の実態に加え，国際的な環境

保全型農業の動向・論議があったとされている．

この韓国の親環境農業政策は，東アジアにおけ

る環境保全型農業政策の先駆的な取り組みであり，

日本でも参考事例として研究されてきた．特に岩

澤［１０］，足立［５］は法的側面や政策内容を詳

細に論じており，参考となる部分は多い．しかし，

農業政策全般のなかでの位置づけが欠如している

点や，相互に関係する各事業を独立的に論述して

いる点などに課題を残しており，親環境農業政策

そのものを把握するには至っていない．

そこで本稿では，親環境農業政策を農業政策全

般のなかで位置づけていきながら，親環境農業政

策の各事業を包括的に整理していくことで，親環

境農業政策の全体像を明らかにしていく．またこ

れと同時に，実績から親環境農業政策の到達点を

明らかにしていき，どのような問題が現在におい

て残されているのかについても検討していく．

２．韓国農業政策のなかの親環境農業政策の位置

１）農業政策の展開と親環境農業政策

韓国農政において１９９０年代は大きく政策転換を

要求された年代であった．それは韓国経済が順調

に発展し，１９８０年代後半には一連の先進国化
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（IMF８条国，GATT１１条国への移行）を果たし

たことが契機となっている．先進国化は韓国農業

をWTO体制のなかに組み込み，農産物の市場開

放を必然化させたのである．

このことによって従来展開してきた農産物生産

の増量化政策は国際競争力を有するための農業政

策へと転換を迫られることとなった．しかも，こ

れらの背景となった韓国経済の発展は，農業の犠

牲の上に成り立つ急激なものであったため，農家

の高齢化・後継者不足を招来し，国内外対策とい

う二重の意味で担い手育成政策を必要とするよう

になった．

そこで行われたのが農業構造改善政策である．

農業構造改善政策は農地政策を主軸として展開さ

れており，そのなかで営農規模適正化事業が果た

した役割は大きい．図１は営農規模適正化事業の

動向を示したものであり，１９８８年の農地購入資金

融資事業から開始されている．この事業の目的は

不在地主による不安定な小作経営を解消して中規

模農家を育成することにあり，希望する農家を対

象者としていた．

ところが，農地購入資金融資事業は１９９０年から

減少し，代わって農地売買事業が登場し増加をみ

せる．それは，農地売買事業が農地購入資金融資

事業よりも手続き時間が短く，しかも支給金額の

制限が緩和されたためであった（註２）．しかし，

支援対象者は希望農家から専業農育成対象者に限

定されており，すなわち資金の集中的な投下が行

われていた（註３）．

しかし，その農地売買事業も１９９３年をピークに

減少する．その背景には支援対象外となった農家

からの批判などがあった（註４）．その批判をか

わすために，１９９４年から施設近代化資金融資事業

を開始し，支援対象外の稲作農家を集約型農業に

転換させようとした．そして翌年の１９９５年には，

営農規模化適正事業の支援対象者が専業農育成対

象者から米専業農へと再び変更された（註５）．

この変更はさらに支援条件を厳しくするものであ

り，選択的な大農育成を目指すものであった．ま

た，それは地域的制限をもたらす結果となり，平

野部の米専業農に資金が集中することとなった．

こうした農地購入による大農育成政策は，１９９８

年のアジア通貨危機によってさらに縮小を迫られ

る．そのなかで事業量を伸ばしているのが農地賃

貸借事業であり，１９９７年に大きく伸長してからは

一定水準で推移している．それは，賃貸借期間を

１０年だけから５年も含めるようになったこと，そ

して不在地主を容認すると転換して農地法が制定

されたためである．このようにして現在の営農規

模化適正事業は，農地売買事業と農地賃貸借事業

図１ 営農規模適正化事業における各事業実績の動向

資料：農林部『農林業主要統計』２００４年より作成．
註）農地賃貸借事業と農地交換・分合事業では１９９１年から９３年までの事業実績が合計されていたため省略している．
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の二本立てでもって，大農育成を目指している．

親環境農業政策がそれ自体の政策として見受け

られるのは，農地賃貸借事業が大きく伸長する

１９９７年からであり，環境農業育成法が施行されて

いる．ただし図２から分かるように，事業として

はそれ以前から散見されていた．そのなかで農業

構造に直接影響を与えたものとして，１９９５年から

の上水源保護区域環境農業育成支援事業と中小農

高品質農産物生産支援事業がある．これらの事業

は，後に詳しく述べるが，支援対象地域が上水源

保護区域などの中山間地域を範囲としており，集

団化も支援条件の一つになっていた．つまり，平

野部では営農規模化適正事業によって個別選択的

に大農育成が図られているなかで，上水源保護区

域などの中山間地域では集団的に親環境農業の育

成が図られていたのである．

そして環境農業育成法が施行されてからは，

INM実践事業が開始され，その翌年には IPMモ

デル事業と統合実践する事業として親環境農業モ

デル集落事業が開始された．この事業は集落一円

で取り組むことを支援条件としており，先に挙げ

た集団化要件のある２事業に新規に加わる形と

なっている．また，同年には親環境農業直接支払

い制度が開始されるなど事業の豊富化を伺いとれ

る．

２００１年には環境農業育成法が改められて親環境

農業育成法が施行された．ここでの大きな変化は，

今まで別の事業であった農産物品質認証事業が親

図２ 親環境農業政策の展開と事業体系

資料：農林部『親環境農業育成５ヵ年計画』２００１年及びキムほか［１１］より作成．
註）上水源保護区域環境農業育成支援事業と親環境農業地区造成事業は関連性があると思われるが，資料から確認できなかった
ため点線にしている．
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環境農産物認証制度として名称を改め，親環境農

業育成法がその法的根拠となったことである．こ

うして親環境農業政策は技術開発および地区造成

からその生産物の流通までを覆う大政策になって

いる．これに伴って豊富化した事業は７つの部門

別推進課題（図２の「親環境農業の基盤造成」か

ら「山林環境の改善」までに相当）に再編整理さ

れ，親環境農業育成５ヶ年計画として取り組まれ

ている．

２）親環境農業政策の予算編成

表１は親環境農業育成５ヵ年計画策定時の推進

課題別予算編成を示している．５年合計の予算総

額は５．２兆ウォンであり，このうち国費補助は３．６

兆ウォン（６７．９％），国費融資は０．８兆ウォン

（１６．２％），地方費補助は０．３兆ウォン（５．２％），

自己負担額は０．５兆ウォン（１１．４％）で計上され

ている．

これを単純計算して１年当たりの予算額を求め

ると，予算総額は１．０兆ウォンであり，国費負担

は０．９兆ウォンになる．この国費負担額は，近年

の農林部予算総額が８兆ウォン台で推移している

ことから，１０％強の農林部予算が割り当てられて

いる計算になる．また，営農規模適正化事業は別

の農地管理基金で運用されているが，その総額は

近年１兆ウォン台で推移している．つまり，２００１

年以降の親環境農業政策の予算は営農規模化適正

事業のそれとほぼ同等であり，農業政策として重

要な位置を占めているのである．

親環境農業政策の予算内訳をみると，７つの推進

課題は農畜産業部門・林業部門・国際部門の３つ

に分類することができ，農畜産業部門が２．９兆

ウォン，林業部門が２．３兆ウォン，国際部門が２８

億ウォンという構成である．予算額がもっとも多

表１ 親環境農業政策の部門別予算編成 単位：億ウォン

推進課題
主たる事業（上位３位） 合 計

事 業 名 予算 総額 １年当たり

農産物安全性調査の強化 ８８２

親環境農業の基盤造成 農業用水保全対策 ８３２ ２，４２２ ４８４

病害虫予察ネットワーク構築 ３６１

親環境農業資材・農法の普及 １，６５２

親環境農業技術の開発と普及 親環境農業実践農家の教育 ３８４ ２，４９５ ４９９

親環境農業分野技術の開発 １５２

土壌改良剤の供給 ２，８１１

土づくり・家畜ふん尿処理 畜産ふん尿資源化施設 １，８２４ ６，４４２ １，２８８

客土 １，０１０

直接支払い制度 １１，５４２

親環境農業育成の支援 親環境農業育成支援事業 ２，６２６ １４，３４６ ２，８６９

有機畜産の育成 １７８

親環境農産物包装改善 １，４５８

親環境農産物の流通活性化 親環境農業作目班の育成 ８３０ ３，２５６ ６５１

親環境農産物産直資金 ５９４

農畜産業部門小計 ２７，１３６ ２８，９６１ ５，７９２

間伐共同化事業 １１，２５０

山林環境の改善（林業部門） 親環境林産物の流通活性化 ６，１５１ ２３，２８０ ４，６５６

親環境林産物の輸出促進 ２，７５０

協約変化の対応 ２０

国際協力の強化（国際部門） OECD農業環境指標の開発 ８ ２８ ６

合 計 ４７，３１５ ５２，２６９ １０，４５４

資料：農林部『親環境農業育成５ヵ年計画』２００１年より作成．
註）予算額は５年合計の金額である．
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い農畜産業部門のなかでは，「親環境農業育成の

支援」がもっとも多くて１．４兆ウォンを占めてお

り，続いて「土づくり・家畜ふん尿処理」が０．６

兆ウォンで，残りの推進課題は０．３兆ウォン前後

を占めている．さらに詳しくみていくと，「親環

境農業育成の支援」では直接支払い制度が１．２兆

ウォンと８割強に相当し，次いで親環境農業育成

支援事業が０．３兆ウォンで２割弱を占めており，

「親環境農業育成の支援」は主にこの２つの事業

で構成されている．

そこで次では農畜産業部門でもっとも予算配分

が多かった「親環境農業育成の支援」における親

環境農業育成支援事業と直接支払い制度の内容に

ついてみていくこととする．

３．「親環境農業育成の支援」における事業内容と

変遷

１）親環境農業育成支援事業の特徴と実績

親環境農業育成支援事業は，２００１年の親環境農

業育成５ヵ年計画が策定されたときには親環境家

族農団地育成事業（１９９５年からの中小農高品質農

産物生産支援事業の継続事業として１９９８年より開

始．前掲図１を参照）と親環境農業地区造成事業

（１９９８年開始）と親環境農業モデル集落造成事業

（１９９９年開始）の３つの事業から構成されていた．

それが２００２年には事業の名称が変更されて継続さ

れており，親環境家族農団地育成事業は小規模地

区造成事業となり，親環境農業地区造成事業は大

規模地区造成事業になった．

表２はそれぞれの事業目標，支援対象地域，支

援対象者，事業内容を簡略化して，各事業の特徴

を示している．また，各事業には支援条件が付さ

れており，制限項目と集団化要件を単純化したも

表２ 親環境農業育成支援事業における各事業の特徴

小規模地区造成事業 大規模地区造成事業
親環境農業

モデル集落造成事業

事業目的
有機農法等による高品質な農産物

生産と所得増大

親環境農業の実践が必要な地域に

おける基盤構築

IPM・INM技術の実践による

米生産と技術の波及

支援対象

地域

上水源保護区域（その他開発規制

区域），中山間地域，市（郡）長

が定める地域

上水源保護区域とその周辺地域，

集団化（５０戸以上，５０ha以上）

して取り組み可能な地域

集落単位で５０ha以上の集団化

された水稲栽培地域

支援

対象者

所有地２．０ha以下の農家が１０戸以

上で構成された営農組織（註１）

水稲・一般畑作物・野菜・特作・畜

産等の生産農家または生産者団体

水稲を栽培する農家または生産

者団体

支援内容

・環境汚染軽減施設

－親環境農業資材の生産施設等

・親環境農業生産施設

－親環境米の生産施設と装備，ビ

ニールハウス等（註２）

（共同利用施設）

・環境汚染軽減施設

・親環境農産物流通施設－予冷施

設・選別機等

・技術指導・教育施設

（個別生産施設）

・親環境農業生産施設

（制 限）

地 域 ○ ○ ×

所有地 ○ × ×

作 目 × △ ○

（集団化要件）

組 織 ○ ○ ×

農 地 × ○ ○

資料：キムほか［１１］より作成．
註１）ただし，面積要件以上の農家の一部参加，５～９戸の営農組織も市（郡）長の判断により含まれることがある．
註２）ビニールハウスは環境親和型ビニールハウスのみの支援である．
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のも同時に示している．

この支援条件に沿って各事業を説明していくと，

地域的な制限は小規模地区造成事業と大規模地区

造成事業にあり，いずれも上水源保護区域などの

中山間地域を対象としたものである．また，所有

地面積の制限が小規模地区造成事業でみられ，小

規模地区造成事業は所有地が２．０ha以下と中小農

に限定された事業である．さらに作目の制限が大

規模地区造成事業と親環境農業モデル集落造成事

業で見受けられるが，大規模地区造成事業は表出

していないが花卉を除くほとんどの作目であるの

に対して，親環境農業モデル集落造成事業は水稲

のみに限定されている．

集団化要件では組織と農地に対するものがあり，

組織の集団化は小規模地区造成事業と大規模地区

造成事業で必要とされている．小規模地区造成事

業は１０戸以上で構成された営農組織（作目班≒出

荷組合，営農組合法人等）であるのに対して，大

規模地区造成事業では５０戸以上となっている．さ

らに大規模地区造成事業は５０ha以上と農地の集

団化要件も加えられており，親環境農業モデル集

落造成事業でも明確な面積は提示されていないが

集落単位で取り組むこととされている．

続いて支援内容をみていくと，親環境農業モデ

ル集落造成事業は資料の制約から不明であったも

のの，小規模地区造成事業と大規模地区造成事業

を比較すると，その差は歴然である．小規模地区

造成事業は組織に対する共同利用施設として環境

汚染軽減施設と親環境農業生産施設の補助が行わ

れるが，大規模地区造成事業では親環境農業生産

施設が個別生産施設として補助されるほか，共同

利用施設として親環境農産物流通施設と技術指導

・教育施設にも補助されるようになっているので

ある（註６）．

表３からその各事業の実績をみると，２００２年ま

でに小規模地区造成事業は５３８の組織に支援して

おり，大規模地区造成事業は４０団地に支援し，親

環境農業モデル集落造成事業は６６の集落に支援し

ている．その参与農家戸数計と造成面積計では支

援数の多さを反映して小規模地区造成事業がもっ

とも多い．しかし，年度別推移から小規模地区造

成事業は縮小していることがわかる．それは１つ

の組織に対する支援額が最大２．５億ウォンで制限

されていることが背景にあり，事業の非効率性が

指摘されていたからである（註７）．

このことを受けて翌年の２００３年からは小規模地

区造成事業と大規模地区造成事業を統合して親環

境農業地区造成事業（大規模地区造成事業の以前

表３ 親環境農業育成支援事業における各事業の年度別実績

単位：百万ウォン，戸，ha

小規模地区

造成事業

大規模地区

造成事業

親環境農業モデル

集落造成事業

組織数 団地数 集落数

１９９５年 １００

１９９６年 １００

１９９７年 １１８

１９９８年 ８０ ５

１９９９年 ６４ ６ １６

２０００年 ３８ ７ １６

２００１年 ２４ １０ １６

２００２年 １４ １２ １８

合 計 ５３８ ４０ ６６

参与農家計 ５，４８３ ３，４５３ －

造成面積計 ６，２２２ ４，０３７ ９８７

累積事業額 １３４，５００ ５０，０００ １，９３６

１単位平均 ２５０ １，２５０ ２９

資料：キムほか［１１］及び農林部『親環境農業育成事業の推進成果・
評価結果報告』２００４年より作成．
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の名称を再び採用）が開始されており，支援額が

２～１０億ウォンへと変更された．その他に支援条

件が大きく変更されており，大規模地区造成事業

の支援条件をほとんど採用することによって，農

地と組織の集団化を義務付けるようになっている

（註８）．

２）直接支払い制度の両立と変遷

親環境農業育成５ヵ年計画で直接支払い制度と

して盛り込まれたのは，１９９８年より開始されてい

る親環境農業直接支払い制度と２００１年から新規に

開始された水田農業直接支払い制度の２つである．

表４はこの２つの制度の変遷を年表化したもので

あり，支援条件等の変化を示している．

これらの事業の目的をみると，親環境農業直接

支払い制度は親環境農業の実践であるのに対して，

水田農業直接支払い制度では水田の多面的機能の

確保と同列で親環境的営農の普及が言及されてい

る．この親環境的営農は親環境農業と厳密に区別

すべきものである．親環境農業は農薬・化学肥料

の使用量の低減が明示されている一方で，親環境

的営農では肥料・農薬の適正使用というように低

減目標が緩やかなものとなっているのである．

しかし，予算額では水田農業直接支払い制度の

ほうが多く，開始当初の２００１年時点で親環境農業

直接支払い制度の予算の約３７倍（＝２，１０５億ウォ

ン／５７．３億ウォン）であった．予算の格差は支援

対象地域の範囲にあり，親環境農業直接支払い制

表４ 親環境農業直接支払い制度と水田農業直接支払い制度の変遷

親環境農業直接支払い制度 水田農業直接支払い制度

目 的
親環境農業の実践による所得減少の補填

目 的
水田の多面的機能を確保しながら，親環境的
営農の普及を誘導

１９９８年 開 始（第１期）
対象地域 開発規制区域（上水源保護区域等）
対 象 者 ０．１ha以上の農家，５名以上の組織
対象作目 水稲，野菜，果樹，畜産等
支給金額 ５２．４万W/ha，５ha上限
予 算 額 ５７．３億W／年

２０００年 対象者から個人を除外
２００１年 開 始

対象地域 水田農業を営む全地域
対 象 者 ０．１ha以上の親環境的営農農家
対象作目 水稲，水セリ，い草，レンコン
支給金額 （農振）２５万W，（非農振）２０万W/ha２ha

上限
予算額 ２，１０５億W／年

２００２年 事業の見直し（第２期） 支援対象の緩和と支給額の増加
対象地域 制限解除 対象作目 上記の作目に加え，食料作物・薬用作物・飼

料作物も加える 施設栽培・果樹栽培は対象
外

対象者 ０．１ha以上の有機・転換期有機・無農薬栽培
認定農家

対象作目 水耕栽培，きのこ栽培を除く作目 （水田農業の湛水義務を解除）
支給金額 ５２．４万W/ha，５ha上限 支給金額 （農振）５０万W，（非農振）４０万W/ha
予算額 ３０．０億ウォン／年（減額） 予 算 額 ３，９２９億ウォン／年（倍増）

２００３年 支給金額の見直し（水田直接と整合させる）
水田の支給額／ha 畑の支給額／ha

低農薬 ５０万W 低農薬 ５２．４万W
無農薬 ＋１５万W 無農薬 ＋１５万W
有 機 ＋２２万W 有 機 ＋２７万W

予 算 額
６６．８億W／年
水田への支給予算は水田直接から

（予算：３３．６億W）

２００４年
以降

予算の増額化 ２００５年，米所得補填直接支払い制度と統合
農家の納付金の撤廃．面積上限の撤廃

資料：足立［５］，農林部『補助金交付決定通知書』２００３年，同『親環境農業直接支払い事業』２００３年・２００５年，同『米所得補
填直接支払い制度事業施行指針』２００５年より作成．

註）表中のWはウォンで，（非）農振は（非）農業振興地域で，水田直接は水田農業直接支払い制度を示す．

韓国における親環境農業政策の展開過程と到達点
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度は上水源保護区域や開発規制区域を対象として

いたが，水田農業直接支払い制度では水田農業を

営む全地域を対象にしていた（註９）．ただし，

支給金額は親環境農業直接支払い制度のほうが５

haを上限として１ha当たり５２．４万ウォン（a単

位で支給）と多くなっており，さしずめ水田農業

直接支払い制度は安く広く支援するものであった

のに対して，親環境農業直接支払い制度は狭く高

く支援するものであったということができる．

こうした特徴は２００１年だけに該当するもので，

翌年の２００２年には両制度が見直される．水田農業

直接支払い制度は水田農業の根幹ともいえる湛水

義務を解除することで対象作目を増やしながら，

支給金額を倍増させて予算額も２００１年の約２倍に

増加した．その一方で親環境農業直接支払い制度

は，対象地域と対象作目で条件緩和がみられたも

のの，対象者が親環境農産物の認証を受けた農家

と，全体的にいえば支援条件を厳しくするもので

あった．その結果，予算も減額した３０．０億ウォン

で計上された．このような両制度の見直しはもち

ろん親環境農業を推進するものではなく，各方面

からの批判を受けて翌年に再び見直されることと

なった．

２００３年に見直されたのは親環境農業直接支払い

制度であり，昨年の反省を受けて予算が増額され

るとともに支給金額の見直しが行われた．予算の

増額は水田農業直接支払い制度の予算を流用する

こととなり，増額分の使途は水田への支給に限定

された．また，支給金額においても水田農業直接

支払い制度と整合させるために，親環境農業直接

支払い制度で新規に支援対象となった低農薬栽培

農家は水田農業直接支払い制度における農業振興

地域への支給額５０万ウォン／ha（面積上限は変

更なし）と同水準に設定された．この支給金額を

基礎として，水田での無農薬栽培農家には１５万

ウォン，有機栽培農家には２２万ウォンのインセン

ティブが付与されるようになった．また畑の支給

金額では従来の５２．４万ウォン／haを低農薬栽培

農家への支援額とし，無農薬栽培農家には１５万

ウォン，有機栽培農家には２７万ウォンが付加され

ることとなった．

２００４年以降では，親環境農業直接支払い制度は

予算が増加する傾向にある．その一方で水田農業

直接支払い制度は２００５年に米所得補填直接支払い

制度と統合し，その名称は米所得補填直接支払い

制度が採用されている．統合前後における大きな

変化は，米所得補填直接支払い制度における農家

の納付金が撤廃され，水田農業直接支払い制度の

支給上限面積も撤廃されており，米の所得補填的

な側面が強められている．これは水田農業という

品目横断的な直接支払い制度から米という品目限

定の直接支払い制度への転換を示すものである．

そのため今後の動向が注目されるが，ひとまず親

環境農業政策として実施される直接支払い制度が

ここで再び一つになったということができる．

以上，親環境農業育成支援事業と直接支払い制

度の内容をみてきた．親環境農業育成支援事業は

いわゆる地区造成事業であり，直接支払い制度は

その地区を中心として親環境（的）農業に取り組

む農家への支援策であった．その実績は親環境農

業育成支援事業では増加傾向にあることがわかる

が，それ以外の地域で親環境農業に取り組んでい

る農家に関しては資料の制約上把握できない．そ

こで，親環境農業直接支払い制度の支給要件と

なっていた認証制度に焦点をあてながら，その実

績から実践農家の動向を把握していき，親環境農

業政策の到達点も考察していく．

４．親環境農産物の流通と親環境農業政策の到達点

１）親環境農産物の認証制度

親環境農産物は認証制度によって一定の品質が

保証されている．現在，この認証制度を担ってい

るのは親環境農産物認証制度であり，認証機関に

は国立農産物品質管理院のほか，指定を受けた民

間団体がある（２００５年６月末現在で９団体）．

認証制度における大きなポイントには，一つに

親環境農産物としての条件を満たしているかとい

うチェック（品質認証）があり，もう一つに親環

境農産物としての品質を保証する表示マークの付

与（品質表示）がある．これらは２００１年以降，親

環境農業育成法を法的根拠としているが，それ以

前では農水産物品質管理法が品質認証の法的根拠

で，品質表示は環境農業育成法を法的根拠として

いた．そのため申請の煩雑さや親環境農産物市場

の混乱を生む結果となり，親環境農業育成法の施

行時に統合された．
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表５はその品質認証の基準を示しており，親環

境農産物は栽培方法に規定されている．そして，

その栽培方法によって親環境農産物には低農薬農

産物・無農薬農産物・転換期有機農産物・有機農

産物の４種類がある．低農薬農産物とは肥料・農

薬の使用量が使用基準の１／２以下である農産物

のことであり，無農薬農産物は肥料の使用量が１

／３以下でさらに無農薬で生産された農産物と，

低農薬農産物よりも栽培条件が厳しい．さらに厳

しいものとして有機農産物があるが，有機農産物

の栽培条件が３年以上の有機栽培となっているた

め，途中経過段階の有機農産物は転換期有機農産

物とされる．

２）認証実績にみる親環境農業政策の到達点

表６は親環境農産物の種類別認証実績の推移を

示している．全体からみていくと，１９９９年の認証

農家戸数は１，３０６戸で，栽培面積が８７５haで，認

証農産物量は２．７億 tであった．それ以降の認証

実績はいずれの３項目とも年々急増する傾向にあ

るが，２００２年以降において顕著に急増している

（註１０）．この背景には親環境農業直接支払い制

度の見直しがあり，それは支援条件に認証制度を

組み込むというものであった．

種類別では１９９９年において低農薬農産物が農家

戸数と栽培面積でもっとも多く，認証量では無農

薬農産物がもっとも多かった．ところが，２００４年

表５ 親環境農産物の認証栽培基準

・農薬は安全使用基準の１／２以下（ただし除草剤は全面禁止）

低農薬農産物 ・化学肥料は（農村振興庁の作目別標準施肥量に基づく）圃場別推奨施肥量の１／２以下

・（保健福祉部告示に基づく）残留農薬許容基準値の１／２以下

・化学合成農薬の使用全面禁止

無農薬農産物 ・化学肥料は圃場別推奨施肥量の１／３以下

・残留農薬許容基準値の１／２０以下（慣行農場からの飛散や農業用水による汚染を勘案）

転換期

有機農産物

・化学合成農薬および化学肥料を一切使用しない有機栽培を１年以上３年未満行っている圃場で生産

有機農産物 ・有機栽培を３年以上行っている圃場で生産

・残留農薬は無農薬農産物と同じ

資料：岩澤［１０］p１２を加工，作成．

表６ 親環境農産物の種類別認証実績の推移 単位：戸，ha，t

区 分 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年

全

体

農家戸数 １，３０６ ２，４４８ ４，６７８ １１，８９２ ２３，３０１ ２８，９５１

栽培面積 ８７５ ２，０３９ ４，５５４ １１，２３９ ２２，２３８ ２８，２１６

認証量 ２６，６４３ ３５，４０６ ８７，２７９ ２００，３７４ ３６５，２０３ ４６０，７３５

有

機

農家戸数 ３５５ ３５３ ４３９ ８７７ １，４５１ １，４５８

栽培面積 ２３０ ２９６ ４４８ １，０６２ １，８９４ ２，５１６

認証量 ６，９９６ ６，５３８ １０，６２５ １６，２４９ ２４，４３８ ２３，４４６

転
換
期

農家戸数 ０ ０ ３ ６２８ １，２９７ １，８２５

栽培面積 ０ ０ ２ ５３９ １，４３３ ２，１０６

認証量 ０ ０ ４５ ４，８６５ ８，８４９ １３，３００

無
農
薬

農家戸数 ４４９ １，０６０ １，６４５ ４，０８４ ７，４２６ ９，７７６

栽培面積 ２６２ ８７６ １，２９３ ３，７２７ ６，７５６ ８，４４０

認証量 １１，７９８ １５，６９４ ３２，２７４ ７６，８２８ １２０，３５８ １６７，０３３

低
農
薬

農家戸数 ５０２ １，０３５ ２，５９１ ６，３０３ １３，１２７ １５，８９２

栽培面積 ３８３ ８６７ ２，８１１ ５，９１１ １２，１５５ １５，１５４

認証量 ７，８４９ １３，１７４ ４４，３３４ １０２，４３２ ２１１，５５８ ２５６，９５６

資料：国立農産物品質管理院「年度別認証現況」各年次
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では低農薬農産物がいずれの３項目でももっとも

多くなっており，全体に対する割合も５０％強まで

増加させるに至っている．また表出しなかったが，

栽培面積を農家戸数で割った１戸当たりの栽培面

積ではいずれも増加傾向にあるが，そのなかで

もっとも低かったのは低農薬農産物であった

（１９９９年：０．８ha→２００４年：１．０ha）．つまり，親

環境農産物の増加傾向は主に低農薬農産物の増加

によるものであり，それは主として小規模農家の

参入によって支えられていたことを示す．

しかし，実践農家は年々増加傾向にあるという

ものの，韓国の全農家戸数と比較すると２００４年で

もいまだ２．３％を占めるにすぎない．また，表７

から分かるように認証農産物は親環境農産物とし

て全て出荷されていない．種類別では栽培条件が

もっとも厳しい有機農産物ほど出荷割合は低く

なっている．しかも１戸当たりの栽培面積で栽培

条件が厳しくなるほど大きくなっていたこと

（２００４年：低農薬１．０ha，無農薬０．９ha，転換期

１．２ha，有機１．７ha）を加味すれば，栽培条件が

厳しいほど農業経営への悪影響が増大していると

いうことができる．

５．おわりに

本稿では，韓国における親環境農業政策を農業

政策全般のなかで位置づけていきながら，各事業

を包括的に整理することで親環境農業政策の全体

像を明らかにしていくとともに，その実績から到

達点と残された課題に検討を加えてきた．

親環境農業政策以前より展開されている農業政

策は構造改善政策であった．構造改善政策は，稲

作農家を調整することによる大規模稲作農家の創

出を目標にしており，平野部の稲作農家を対象と

して選択的かつ集中的に支援するものであった．

そのなかで親環境農業政策の萌芽がみられ，開

発規制区域や上水源保護区域等の中山間地域の中

小農を対象に集団化を条件とした事業が展開され

ていた．この事業は親環境農業育成法の制定時か

ら親環境農業育成支援事業として展開されており，

近年では組織と農地の集団化を絶対条件とするよ

うに強化されている．

また直接支払い制度は，やや遅れて親環境農業

直接支払い制度が開始され，親環境農業育成法の

制定時にもう一つの水田農業直接支払い制度が開

始される．しかし，水田農業直接支払い制度は，

親環境的営農を普及させるもので，親環境農業を

推進させるものではなく，現在では米所得補填直

接支払い制度に統合されてしまっている．

その一方で親環境農業直接支払い制度は，当初

開発規制区域等を対象地域として個人または５名

以上の組織というように集団化も視野に入れた支

援条件であった．しかし，２００２年の見直しにおい

て集団化要件は撤廃され，代わって親環境農産物

の認証制度が重視された支援条件へと変化した．

これは親環境農業育成法が親環境農産物認証制

度の法的根拠になったことと関係している．そし

て支援条件に盛り込まれたのは，以前の認証制度

によって混乱した親環境農産物市場を修復するた

めであった．これを機に認証事業は本格化してお

り，実践農家戸数も順調な伸びをみせている．特

に，小規模農家の低農薬栽培への参入が著しい．

しかし韓国の全農家戸数と比較すると，親環境

農業の実践農家は微々たるものである．また，認

証量と出荷量に格差が生じている．これは現在の

支給金額で親環境農業を行うには困難であること

を示している．そのため支給金額の増額も検討し

なければならないが，推進課題の１つである流通

活性化もより重点的に取り組んでいく必要がある．

この場合，キムほか［１０］でも指摘しているよう

に，集団化した組織による出荷対応が重要になる

と考えられ，直接支払い制度の支給要件に集団化

を再び盛り込むことも必要となるであろう．

【註】

１）親環境農業という用語は１９９８年の親環境農業元年

表７ 親環境農産物の認証量と出荷量の対比（２００４年）

単位：t，％

認証量

（A）

出荷量

（B）

対比

（B/A）

合 計 ４６０，７３５ ２２５，５５４ ４９．０

有 機 ２３，４４６ ８，２０４ ３５．０

転換期 １３，３００ ５，２３９ ３９．４

無農薬 １６７，０３３ ６９，６９６ ４１．７

低農薬 ２５６，９５６ １４２，４１５ ５５．４

資料：国立農産物品質管理院「年度別認証現況」２００４年，
同「種類別認証現況」２００４年より作成．
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の宣言から使用されているものであり，その定義

は「農業と環境を調和させることで持続可能な形

態とするとともに，農業生産の経済性確保・環境

保全及び農産物の安全性等を同時に追求する農

業」とされている．また，「単純に自然農業または

有機農業だけを指針するものではなく，化学物質

である肥料や農薬の使用を最小化しながら，病害

虫総合管理（IPM）・作物養分総合管理（INM）

・天敵と生物学的技術の統合利用などの最先端農

業技術を利用し，輪作・間作・豆科作物の栽培な

どによって土地の生命力を培養すると同時に，農

業環境を保全する全ての形態の農業」でもあると

されている．

２）支給金額の制限は，農地購入資金融資事業が農家

世帯当たり３，０００万であったのに対して，農地売買

事業では事業利用回数が制限されていない．また，

支援対象者の選定はいずれも農漁村振興公社（現

在，農漁村基盤公社に改名）が行っていたが，資

金融資では農地購入資金融資事業は農協が担当し

ていたのに対し，農地売買事業は農漁村振興公社

が担当しており，申請から融資までの手続き時間

は農地売買事業のほうが圧倒的に短かった．深川

［８］pp．８４－９３を参照．

３）専業農育成対象者とは，営農歴３年以上，農地所

有規模０．５～３．０ha未満，経営主年齢２０～６０歳以下

の農家を指し，後継者がいる場合は経営主年齢が

６５歳までと緩和される．

４）他の理由には，農地購入を意図的に促進させた結

果，地価を高騰させてしまったことへの反省や，

資金繰りに窮したことなどが挙げられている．深

川［８］pp．８８－９４を参照．

５）米専業農とは，米作歴３年以上，農地所有規模１．０

～１０．０ha未満（農業振興地域内），経営主年齢５０歳

以下の農家を指し，後継者（最近１年間同居し農

業に従事していること）がいる場合は経営主が５０

歳以上でも構わない．

６）補助の割合はいずれの事業とも国費補助４０％，地

方費補助４０％，自己負担２０％であるが，個別利用

の場合において小規模地区造成事業は国費補助

２０％，地方費補助２０％，自己負担６０％となる．こ

の４割の補助という水準の高低は意見が分かれる

と思われるが，それでも大規模地区造成事業が優

位であることに変わりはない．

７）大規模地区造成事業でも問題点は指摘されており，

それは１つの団地に対する支援額が１０億ウォン

（以上）と巨額のため，事業メニューの選定作業

でも膨大な時間を要することであった．キムほか

［１１］pp．３７～４９を参照．

８）ただし，集団化は１０戸以上１０ha以上となっており，

その内容は小規模地区造成事業の条件に準じたも

のとなっている．また，２００５年からは１，０００ha規模

の広域親環境農業団地造成事業が開始されてお

り，１団地当たり１００億ウォンの事業費を投じて耕種

農業と畜産業が連携した資源循環型の親環境農業

団地の造成を目指している．

９）水田農業とは「水田の形状及び機能を有する農地

（湛水農地）」で水稲，水セリ，い草，レンコンな

どを栽培することをいう．また，水田農業直接支

払い制度の対象地域である水田農業を営む全地域

では上水源保護区域等も含まれることになるが，

もちろん二重支給にならないように注意を払われ

たことはいうまでもない．

１０）２００５年の認証実績は６月末までのものであったた

め表出しなかったが，農家戸数３４，１２９戸，栽培面

積３２，７６８ha，認証量２．３億 tとなっている．
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